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第11回熊本県議会高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録 

 

平成29年６月22日(木曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時53分閉会 

                   

本日の会議に付した事件 

 １ 高速交通体系に関する件 

 ２ 熊本都市圏交通に関する件 

 ３ 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

                   

出席委員(15人) 

委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 髙 木 健 次 

        委  員 前 川   收 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 濱 田 大 造 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席議員    委  員 小 杉   直 

委員外議員(なし) 

                   

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

交通政策・情報局長 藤 井 一 恵 

        審議員兼 

地域振興課課長補佐 鈴   和 幸 

交通政策課長 内 田 清 之 

土木部 

部 長 手 島 健 司 

首席審議員兼 

道路整備課長 上 野 晋 也 

道路保全課長 長 井 英 治 

都市計画課長 坂 井 秀 一 

審議員兼 

鉄道高架推進室長 高 橋 慶 彦 

 警察本部 

交通部長 奥 田 隆 久 

交通規制課管理官 荒 木 健 司 

                   

                   

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 岩 永 千 夏 

     政務調査課主幹 吉 田   晋 

――――――――――――――― 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○森浩二委員長 おはようございます。 

 開会に先立ちまして御報告いたします。本

日は、小杉委員が欠席であります。 

 それでは、ただいまから第11回高速交通ネ

ットワーク整備推進特別委員会を開催しま

す。 

 ことし最初の委員会の開催に当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

 おはようございます。改めまして、委員長

の森です。 

 ３回目の委員長となりますけれども、委員

会はなれていますけれども、勉強不足ですの

で、委員の皆様、また執行部の皆様、御指

導、御鞭撻のほどよろしく賜って、この１年

間、高速交通体系に関する件と熊本都市圏交

通に関する件の２件を１年間やっていきたい

と思います。 

 委員の先生方を初め、執行部の皆様の御協

力をいただき、髙木副委員長とともに、本委

員会の円滑な運営に努めてまいりたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いしま
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す。 

 副委員長からも、一言御挨拶をお願いした

いと思います。 

 

○髙木健次副委員長 おはようございます。

副委員長の髙木でございます。 

 今委員長からもございましたが、本委員会

における２件の付託調査事件は、本県の社会

基盤と経済の発展にかかわる大変重要なテー

マと認識いたしております。 

 この１年、円滑な委員会運営が行われます

よう、森委員長を補佐し、精いっぱい努力し

てまいりたいと思いますので、委員各位並び

に執行部の皆様方の御協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 

○森浩二委員長 続けて、今年度最初の委員

会でございますので、執行部幹部職員の自己

紹介をお願いします。 

 前列の方々については自席からの自己紹介

とし、後列の審議員ほかについては、お手元

にお配りしております職員名簿により紹介に

かえさせていただきます。 

 それでは、順次お願いします。 

  (企画振興部長、土木部長～交通規制課

管理官の順に自己紹介) 

○森浩二委員長 １年間、このメンバーで審

議を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、執行部を代表し島崎企画振興部長か

ら、挨拶及び概要説明をお願いします。 

 

○島崎企画振興部長 委員会開会に当たりま

して、執行部を代表して御挨拶及び本委員会

の付託案件の概要について御説明申し上げま

す。 

 森委員長、髙木副委員長を初め委員の皆様

方におかれましては、高速交通体系や熊本都

市圏交通に関する諸問題について御審議いた

だきます。執行部といたしましても、一生懸

命取り組んでまいりますので、御指導のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 また、昨年４月に発生した熊本地震によ

り、本県の重要な社会基盤である高速交通ネ

ットワークにつきましても甚大な被害を受け

ました。 

 これまで、国、関係機関の御協力も得なが

ら復旧、復興を進めてまいりましたが、今後

も創造的復興に向け最大限取り組んでまいり

ますので、何とぞお力添えをいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、本日御審議いただきます付託案

件について、概要を説明させていただきま

す。 

 第１に、高速交通体系に関する件でござい

ます。 

 まず、高規格幹線道路等の道路ネットワー

クの整備につきましては、熊本西環状線の花

園工区約４キロメートルが、本年３月26日に

供用開始いたしました。 

 次に、熊本地震により終日２車線規制を行

っていた九州縦貫自動車道の益城熊本空港イ

ンターチェンジから松橋インターチェンジ間

について、ゴールデンウイーク前の４月28日

に４車線で復旧が完了いたしました。 

 また、九州縦貫自動車道の城南スマートイ

ンターチェンジについては、本年７月９日に

開通が予定されております。 

 このように、幹線道路の整備も着実に進ん

でおります。本年度も、整備が促進されるよ

う、引き続き要望活動などに積極的に取り組

んでまいります。 

 次に、航空路線の利用促進についてです

が、平成28年度の国内線、国際線を合計した

旅客数は約298万人となり、熊本地震の影響

により前年度から約25万人の減となりまし

た。 

 その中で、国際線につきましては、昨年６

月に運航を再開した台湾・高雄線に続き、本

年４月には、ソウル線の定期便が新たな航空
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会社により就航しております。 

 今後は、現在も運休中の香港線の早期再開

に向けて、関係機関と連携を密にし、全力で

取り組んでまいります。 

 また、阿蘇くまもと空港の創造的復興につ

きましては、去る６月６日、石井国土交通大

臣に対し、平成30年度末までに運営権者を選

定すること、平成31年度末までに国内線別棟

ビルを完成することなどの要望を行い、大臣

からは、要望に沿って進めてまいりたいとの

御発言をいただいているところです。 

 本県としましても、民間から魅力的な提案

が数多くなされるよう、本県の魅力やポテン

シャルを県内外に発信していくとともに、国

と協議をしっかりと進めてまいります。 

 第２に、熊本都市圏交通に関する件でござ

います。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス改善の一環

として、空港ライナーの本格運行やライナー

の発着駅でもあるＪＲ肥後大津駅の阿蘇くま

もと空港駅の愛称化などに取り組みました。 

 また、ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業

につきましては、本年度末に、熊本駅部の鹿

児島本線下り線約２キロメートル及び豊肥本

線約１キロメートルの区間を、高架切りかえ

する予定にしております。 

 以上、各案件につきまして概要を御説明い

たしましたが、詳しくは各課長から御説明申

し上げます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○森浩二委員長 それでは、議題１、執行部

から事業概要等の説明を受け、その後質疑を

受けたいと思います。説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 では、執行部から説明をお願いします。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 申しわけございませんが、着座にて説明を

させていただきます。 

 お手元の本委員会の資料につきましては、

全体で63ページとなっておりますので、資料

の特筆すべき項目にはアンダーラインを引い

ております。主な事項について説明をさせて

いただきます。  

 それでは、資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 Ⅰ、高速交通体系に関する件です。 

 １の高規格幹線道路等の整備について、ま

ず(1)高規格幹線道路の整備について御説明

いたします。 

 高規格幹線道路は、全国的な高速自動車交

通網を構成する自動車専用道路で、ページ下

側の体系図にありますように、２つに区分さ

れ、１つは、左側の高速道路株式会社及び国

土交通省により整備される国土開発幹線自動

車道であり、熊本県内では、完成済みの九州

縦貫自動車道と九州横断自動車道延岡線がご

ざいます。もう一つは、右側の国土交通省に

より整備される一般国道自動車専用道路であ

り、熊本県内では南九州西回り自動車道がご

ざいます。 

 これらの県内での供用延長は、右下に記載

してありますとおり、約173キロメートル

で、供用率は約75％でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 高規格幹線道路の整備手順を示しておりま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 これは国が行う直轄事業の流れをあらわし

ております。 

 まず初めに、新規で事業を着手する場合

は、計画段階評価という事業評価が行われま

す。 

 計画段階評価とは、下の表の一番上の段に

ありますように、公共事業の効率性及び実施

過程の透明性の一層の向上を図るため、政策

目標を明確化した上で、複数案の比較、評価

などの事業評価を行うもので、平成24年度か
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ら本格導入された制度でございます。 

 その後に、必要な環境影響評価等の手続や

新規事業採択時評価を行い、事業実施という

流れになります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 昭和53年以降の経過について、県内の高規

格幹線道路の整備状況を中心に、一覧表で示

しております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 まず、九州縦貫自動車道ですが、概要の欄

ですが、県内延長は134.8キロメートルで、

既に４車線で全線供用されております。 

 次に、現状の欄をごらんください。 

 九州縦貫自動車道は、熊本地震で益城町を

中心に大きな被害を受けましたが、ことし４

月28日に、益城熊本インターから松橋インタ

ー間は４車線に復旧いたしました。 

 ２つ目の丸、宇城氷川スマートインターに

つきましては、県内初のスマートインターと

して、平成26年３月に供用開始されておりま

す。 

 ３つ目の丸、北熊本スマートインターチェ

ンジにつきましては、平成23年度から事業化

されておりますが、事業主体の熊本市は、用

地取得の難航により、事業期間を平成30年度

まで３年間延伸されております。現在、用地

買収や埋蔵文化財調査を進め、あわせてＮＥ

ＸＣＯ西日本は工事の公告をされておりま

す。 

 ４つ目の丸、城南スマートインターにつき

ましても、平成24年度から事業化されており

ますが、事業主体の熊本市は、事業期間を今

月まで１年３カ月延伸されており、工事はほ

ぼ完了していると聞いております。 

 ５つ目の丸の人吉球磨スマートインターに

つきましては、平成26年度から事業化されて

おり、事業主体の人吉市は、専従のスマート

インターチェンジ整備室を設置し、錦町から

職員を１名派遣してもらい、計４名の体制を

とっておられます。現在、用地は100％取得

済みで、平成31年度の完成に向け、工事を推

進されております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 今後の取り組みの欄をごらんください。 

 城南スマートインターチェンジにつきまし

ては、来月９日に供用開始予定であります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 次に、九州中央自動車道です。 

 概要の欄ですが、嘉島町から延岡市までの

約95キロメートルのうち、県内延長は約44キ

ロメートルです。嘉島ジャンクションから料

金所までの約0.9キロメートルは、西日本高

速道路が整備を行い、また、料金所から山都

までの区間は、新直轄方式により国が整備中

であります。 

 次に、現状の欄をごらんください。 

 １つ目の丸の嘉島から山都までの約23キロ

メートルのうち、嘉島ジャンクションから小

池高山インターまでの約1.8キロメートル

は、平成26年３月に供用開始されておりま

す。また、小池高山インターから矢部インタ

ーにつきましては、国が整備を進め、追加イ

ンター３カ所につきましては、国、県、御船

町、山都町で連携を図りながら進めていると

ころです。 

 ２つ目の丸の山都から県境までの約21キロ

メートルにつきましては、蘇陽から高千穂間

において、事業化に向けた計画段階評価が進

められております。 

 今後の取り組みの欄ですが、小池高山イン

ターから北中島インター間につきましては、

平成30年度供用に向け予算の確保等を、北中

島インターから矢部インター間につきまして

は、沿線自治体とともに、用地買収等に対し

可能な限り積極的支援を行い、早期の開通見

通しの公表を国に求めてまいります。 

 また、矢部から蘇陽間につきましては、計

画段階評価の早期着手を、蘇陽から高千穂間

につきましては、現在行われている計画段階

評価の早期完了を国に求めてまいります。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 次に、南九州西回り自動車道です。 

 概要の欄ですが、一般国道の自動車専用道

路で、八代市から鹿児島市までの約140キロ

メートルの区間のうち県内延長は約50キロメ

ートルで、八代ジャンクションから日奈久イ

ンター間は合併施行方式で整備され、日奈久

インターから南側は国で整備が進められてお

ります。 

 現状の欄をごらんください。 

 県内の整備状況ですが、３つ目の丸、芦北

出水道路の芦北インターから津奈木インター

までが昨年２月27日に供用開始されましたの

で、これまでに36.5キロメートルの区間が暫

定２車線で供用されております。現在は津奈

木インターから県境までが整備中です。 

 今後の取り組みですが、津奈木インターか

ら水俣インターにつきまして、平成30年度の

開通見通しが公表されております。鹿児島県

や沿線自治体等と連携を図りながら、一日も

早い開通を国に求めてまいります。 

 10ページをお願いいたします。 

 続きまして、(2)地域高規格道路の整備で

す。 

 地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体

となって地域の連携、交流を促進する自動車

専用道路、もしくはそれと同程度の規格を有

し、おおむね時速60キロメートル以上で走る

ことができる道路でございます。全ての道は

熊本に通じるという考えの実現に向け、地域

高規格道路の整備を進めているところです。 

 11ページをお願いいたします。 

 地域高規格道路の整備手順を示しておりま

す。 

 12ページをお願いいたします。 

 事業の流れと経過を記載しております。 

 事業の流れにつきましては、国が事業主体

の場合は、３ページの高規格幹線道路と同じ

流れになります。 

 経過の表の一番下ですが、中九州横断道路

の竹田―阿蘇間において、ことしの３月30日

に第１回の計画段階評価手続に入りました。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 路線別の内訳について御説明いたします。 

 まず、中九州横断道路です。 

 概要の欄ですが、熊本市と大分市を結ぶ延

長約120キロメートルの地域高規格道路で、

県内延長は約53キロメートルとなっておりま

す。熊本と大分を結び、交流・連携機能を持

つ九州の循環型高速ネットワークの一部を形

成し、本県の拠点性を高める上で重要な幹線

道路でございます。 

 現状の欄をごらんください。 

 １つ目の丸の熊本市から大津町間につきま

しては、今月７日の中九州横断道路の整備促

進大会において、年内に環境影響評価手続に

おける方法書を作成し、公告、縦覧すること

を国から示されました。 

 ２つ目の丸、阿蘇大津道路ですが、平成12

年度に一旦事業に着手されましたが、平成22

年度から事業が休止されております。 

 ３つ目の丸の滝室坂道路につきましては、

現在、調査設計、用地買収が行われており、

今年度からトンネル工事に着手することが示

されております。 

 ４つ目の丸の阿蘇から竹田間につきまして

は、先ほど申し上げました計画段階評価手続

に入りました。 

 今後の取り組みとしまして、熊本市から大

津町間の早期事業着手、滝室坂道路の早期開

通、阿蘇から竹田間の計画段階評価の早期完

了を国に強く求めてまいります。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 熊本環状道路でございます。 

 概要の欄ですが、本道路は、熊本西環状、

熊本環状連絡道路、植木バイパス、熊本北バ

イパス、熊本東バイパスで構成される約33キ

ロメートルの道路です。なお、熊本西環状線

と熊本環状連絡道路は、平成24年度から、熊

本市の政令市移行に伴い、県から熊本市に事



第11回 熊本県議会 高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録（平成29年６月22日) 

 - 6 -

業主体を引き継いでおります。 

 現状の欄をごらんください。 

 １つ目の丸の熊本西環状線ですが、花園工

区は、ことし３月26日に供用開始され、池上

工区は、用地買収、工事を促進中でありま

す。 

 ３つ目の丸の国道３号植木バイパスです

が、３工区の熊本北バイパスから玉名植木線

間について、用地買収、埋蔵文化財調査を促

進中であります。 

 ４つ目の丸、国道３号北バイパスについて

ですが、平成27年３月に四方寄町から須屋間

の1.8キロメートルが暫定２車線で開通して

おり、引き続き、国は、この区間の４車線化

に向け事業を進められております。 

 15ページをお願いいたします。 

 今後の取り組みといたしましては、各事業

主体に対し、整備促進を求めてまいります。 

 続きまして、16ページをお願いいたしま

す。 

 熊本天草幹線道路です。 

 概要の欄ですが、熊本天草幹線道路は、熊

本市から天草市を結ぶ約70キロメートルの地

域高規格道路で、熊本市から宇城市三角町ま

での国施行区間約32キロメートルと三角町か

ら天草市港町までの県施行区間約38キロメー

トルに分かれております。 

 次に、現状の欄をごらんください。 

 １つ目の丸、熊本市から三角町までの国施

行区間につきましては、熊本宇土道路及び宇

土道路の区間を、用地買収と工事が進められ

ております。 

 ２つ目の丸、三角町から天草市までの県施

行区間のうち大矢野バイパスにつきまして

は、工事を推進しております。本渡道路につ

きましては、本年度は、橋梁の設計、用地買

収を推進し、工事着手を予定しております。 

 今後の取り組みといたしまして、国の施行

区間につきましては、事業の促進を求めてい

くとともに、県施行区間につきましては、大

矢野バイパスの本年度完成に向け、事業執行

に努めてまいります。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 有明海沿岸道路(Ⅱ期)です。 

 有明海沿岸道路(Ⅱ期)は、有明海・八代海

沿岸地域の交流、連携の促進を目的とした循

環型のネットワーク形成を図り、熊本市と佐

賀市を最短で結ぶ重要な道路です。 

 現状の欄をごらんください。 

 大牟田市から長洲町につきましては、平成

26年７月に事業化に向けた計画段階評価が終

了し、平成27年４月には都市計画決定を行っ

たところです。 

 今後の取り組みといたしましては、全線の

地域高規格道路としての位置づけの明確化と

国直轄による整備を国に求めてまいるととも

に、大牟田市から長洲町の新規事業着手を求

めてまいります。 

 次に、表の下の参考をごらんください。 

 １つ目の丸ですが、平成27年２月に、現在

開通している大牟田市の三池港インターの入

り口付近で、冠水が発生した場合の通行機能

を確保するため、有明海沿岸道路の三池港イ

ンター連絡路として荒尾市方面へ2.7キロメ

ートル延ばし、新たに整備することが国から

示されました。本年度は、設計、用地買収を

促進されております。 

 このことは、有明海沿岸道路(Ⅱ期)の着手

に向け、大きな進展につながるものであると

捉え、さらに、長洲町、それから熊本市まで

と、国直轄による全線整備に向けて、引き続

き強く訴えてまいります。 

 ２つ目の丸ですが、昨年２月に、有明海沿

岸の熊本県、福岡県及び佐賀県の各県議会の

議員により、有明海沿岸インフラ整備３県議

会連絡会議が設立されました。今後の有明海

沿岸道路(Ⅱ期)の着手に向けて、大きな力を

いただいたと思っております。 

 18ページをお願いいたします。 
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 最後に、(3)の建設促進活動でございま

す。 

 18ページ以降につきましては、九州中央自

動車道、南九州西回り自動車道、中九州横断

道路、熊本天草幹線道路、有明海沿岸道路

(Ⅱ期)に関して、昨年度に実施したものと本

年度に予定されている要望活動を記載してお

ります。 

 23ページをお願いいたします。 

 ③中九州横断道路につきましては、本年

度、最初の大会と要望を行いましたので、御

報告をさせていただきます。 

 ６月７日に、東京で、熊本県、県議会、九

州横断道路建設促進議員連盟、中九州・地域

高規格道路推進熊本県側期成会の合同による

建設促進大会を開催いたしました。知事、議

長、県選出国会議員、議員連盟の皆様、沿線

の首長様に多数御出席をいただき、盛会に開

催することができました。早朝にもかかわら

ず御出席いただき、厚く御礼を申し上げま

す。 

 国交省からは、増田官房審議官を初め、幹

部の皆様に御出席をいただき、意見交換の場

では、国から環境影響評価手続を進めていく

ということも示され、大変実りある大会にな

ったと思っております。 

 最後に、25ページをごらんください。 

 平成27年、28年度の道路整備によるストッ

ク効果のＰＲ活動の紹介です。 

 今年度も、ストック効果を広く県民にお知

らせするために、積極的にＰＲ活動を行って

まいりたいと思います。 

 これから、来年度予算の概算要望に向け

て、全国的に活動が活発になってまいりま

す。本県といたしましても、昨年同様、委員

の皆様のお力をおかりいたしまして、チーム

熊本として各路線の早期整備に向けて精力的

に活動してまいりますので、御支援をよろし

くお願いいたします。 

 道路整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 申しわけございませんが、着座のまま御説

明をさせていただきますことをお許しいただ

きたいと思います。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 ２、航空路線の利用促進について御説明を

申し上げます。 

 (1)阿蘇くまもと空港の旅客数でございま

す。 

 平成28年度の国内線旅客数は、平成27年度

に比べ約21万5,000人減の295万人、国際線旅

客数は約３万6,000人減の３万5,000人とな

り、ともに前年度を下回りました。合計した

旅客数も、約25万2,000人減の298万人となり

ました。 

 これは、昨年４月に発生いたしました熊本

地震による航空機の減便に加え、熊本城や阿

蘇などの観光地が被災し、観光客が減少した

ことなどによるものと思われます。 

 下の表でございますが、棒グラフは、旅客

数の過去10年間の推移でございます。 

 過去10年間を見てみますと、一旦旅客数が

落ち込んだものの、平成24年度以降、増加傾

向にあり、27年度は、国内線、国際線ともに

過去最高を記録いたしました。昨年度は、熊

本地震の影響により落ち込んでおります。 

 28ページをお願いいたします。 

 国内線の振興についてでございます。 

 現状でございますが、阿蘇くまもと空港で

は、現在、毎日７路線38便が就航しておりま

す。熊本地震の際には、本震がありました４

月16日から３日間、全面閉鎖となりました

が、その後、一部再開を経て、６月２日から

全ての便の運航が再開されたところでござい

ます。 

 各路線の動きでございますが、昨年度の旅

客数は、熊本地震の影響により多くの路線で
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前年度を下回っております。個別に申し上げ

ますと、東京線では、前年度比96.7％、大阪

線では82％、名古屋線で90.2％、沖縄線で8

0.9％となっております。沖縄線は、やはり

観光需要が中心となっているため、地震の影

響を特に受けているというふうに分析してお

ります。 

 ただし、昨年の夏場以降は、東京線、大阪

線、名古屋線などの路線は、復興に伴います

ビジネス需要等によりまして旅客数は回復傾

向にございます。 

 29ページでございますけれども、参考２の

表は、現在の阿蘇くまもと空港の定期便の就

航状況を記載しております。 

 30ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 参考３、阿蘇くまもと空港の就航路線(国

内線)の推移を示してございます。 

 表の一番右でございますけれども、平成29

年度において、国内線の就航便の増減はござ

いません。 

 31ページでございます。 

 参考４といたしまして、平成28年度の阿蘇

くまもと空港の国内路線別の旅客数の実績を

記載しております。 

 32ページをお願いいたします。 

 今後の取り組みについてでございますが、

今後も引き続き各航空会社と連携を図りなが

ら、路線の維持、振興に取り組みますととも

に、既存路線の増便や新規路線の誘致活動に

取り組んでまいります。 

 次に、(2)国際線の振興についてでござい

ます。 

 現状でございますが、昨年４月の熊本地震

によりまして、一時的にソウル線、高雄線、

香港線、３路線ともそれぞれ運休を決定いた

しました。そのうちソウル線につきまして

は、ことしの４月から週４便の定期便が就航

し、同月にチャーター便も週２便就航してい

る状況でございます。また、台湾・高雄線に

つきましては、昨年６月に運航が再開してお

ります。香港線につきましては、現状はまだ

再開の見通しが立っていない状況でございま

す。 

 個別に見てみますと、ソウル線につきまし

ては、平成15年９月の開設から熊本地震前ま

でに延べ40万人を超える利用があり、地震前

の平成27年度の利用数は３万4,000人を超え

ておりました。しかしながら、地震の影響に

より運休となりまして、昨年度の定期便利用

者数は、４月の1,300人にとどまっておりま

す。 

 その後、ソウルの大手旅行社の企画によ

り、ことしの１月から３月まで、阿蘇くまも

と空港とソウルの仁川空港間の国際チャータ

ー便、これは週２便、連続16往復のインバウ

ンドチャーターでございましたが、これが運

航されまして、利用率は93.7％と、非常に好

調でございました。 

 また、本年２月に知事のトップセールスを

行いまして、チャーター便を企画、運航しま

したソウルの大手旅行社及びティーウェイ航

空、さらにアシアナ航空の子会社で日本地方

路線を順次引き継いでおりますエアソウル社

に対しまして、定期便運航の要望を行ってま

いりました。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 その結果でございますけれども、ティーウ

ェイ航空は、ことしの４月28日から、週４

便、月、水、金、日での定期便を就航してい

ただきました。また、エアソウルは、４月か

ら10月まで、国際チャーター便の運航を、具

体的には週２便、木曜、日曜でございます

が、熊本県内のゴルフツアーを中心としまし

て、連続60往復のインバウンドチャーターを

運航していただいているところでございま

す。 

 台湾線でございますが、台湾・高雄線につ

きましては、平成27年10月に定期チャーター

便に続く形で定期便の運航が始まりました。 
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 熊本地震では、一時的に運休となりました

ものの、地震後の観光地や道路等の正確な情

報をチャイナエアラインや高雄市政府、高雄

旅行社等に映像、例えばＤＶＤ等で提供する

とともに、台湾マスコミや旅行社などを招聘

した熊本視察ツアー等、熊本へ誘客するプロ

モーション活動などを緊急対策として講じま

した結果、昨年６月３日から、いち早く定期

便の運航が再開されたところでございます。 

 ことしの５月26日には、くまモン等のキャ

ラクター、これは高雄市のガオションション

いう熊と、それから台湾観光局のオーション

という、熊が３匹共通したキャラクターでご

ざいますけれども、これを並べたキャラクタ

ーをデザインしました特別塗装機「三熊友達

号」というものの運航が開始されたところで

ございます。 

 今後、くまモン人気を活用しまして、台湾

を初め、アジア地域からのさらなる利用者増

が期待されるところでございます。 

 香港線につきましては、次の34ページでご

ざいますけれども、大手旅行社の送客協力の

もと、平成27年12月に定期便が就航いたしま

した。しかしながら、熊本地震により運休と

なりまして、現在も運休が継続している状況

でございます。 

 昨年度は、本特別委員会の管外視察とし

て、香港航空及び香港大手旅行社ＥＧＬツア

ーズのほうに対しまして、路線再開に向けた

要望活動を行っていただきました。 

 また、本年１月には、南九州３県議会観光

振興議員連盟によります香港訪問におきまし

ても、同様に要望活動を行っていただきまし

た。それぞれ先方からは前向きな回答をいた

だいたところでございます。 

 また、定期便の早期再開に向けまして、こ

とし３月には、香港航空に知事がトップセー

ルスを実施いたしました。同社からは、定期

便再開に向けた手続を現在進めているという

回答を得ております。しかしながら、現時点

においては、明確な運航再開の時期の見通し

は立っていない状況でございます。 

 そのほかの新規路線につきましては、平成

27年に、中国・福建省から熊本へのチャータ

ー便、平成28年度には、フィリピンとの双方

向のチャーター便が運航されているところで

ございます。 

 35ページでございますけれども、阿蘇くま

もと空港の国際線旅客数の推移でございま

す。 

 緑の線が定期便、点線がチャーター便の旅

客数でございまして、青線がそれらを合計し

たものでございます。平成28年度は、合計３

万4,000人の旅客数となっております。 

 36ページをお願いいたします。 

 平成28年度台湾・高雄線の月別の利用状況

でございます。 

 平成28年度の台湾・高雄線につきまして

は、表の一番右の欄でございますが、前年度

比98.2％、利用率が67.8％となっておりま

す。 

 ちなみに、29年度の状況でございますけれ

ども、４月がおよそ80％の搭乗率、５月は、

日本のやっぱり宿泊施設が若干高く設定され

ているということで少し落ち込んでおりまし

て73％、６月は、また回復をいたしまして、

80％以上の非常に好調な状況を続けていると

ころでございます。 

 37ページ、今後の取り組みでございます。 

 まず、全般的なことでございますけれど

も、現在、熊本地震により香港線の１路線が

運休しておりますが、熊本の復興のために

も、早期の路線再開に向け、関係機関とも連

携し、あらゆる対策を講じて取り組んでまい

ります。 

 また、個別の取り組みでございますけれど

も、ソウル線では、ティーウェイ航空につき

ましては、誘客に向けたＰＲ支援、定期便利

用者向けの助成制度を活用したアウトバウン

ド支援などの取り組みを通じ、利用促進と路
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線定着を図ってまいります。 

 エアソウルのチャーター便につきまして

は、これを契機に、さらに韓国の観光客を熊

本に誘致し、定期便の再開につなげてまいり

ます。 

 台湾線では、ことし５月に就航しましたく

まモン等の先ほどの「三熊友達号」、この特

別塗装機の運航開始を起爆剤といたしまし

て、アジア各地での人気が高まっているくま

モン人気を活用し、台湾を初めアジア地域か

らのさらなる旅客増を図ってまいります。 

 次に、38ページでございますが、香港線で

は、引き続き、観光地や道路等の正確な情報

提供や熊本視察ツアーなど、熊本へ誘客する

プロモーション活動などを精力的に実施して

まいりまして、香港大手旅行社等が熊本への

旅行商品を販売しやすい環境を整備するとと

もに、引き続き航空会社や大手旅行会社など

との運航再開に向けた協議を継続してまいり

ます。 

 そのほか、新規路線につきましても、引き

続き各航空会社と協議を進めてまいりますと

ともに、インバウンドのチャーター便も働き

かけてまいります。 

 39ページをお願いいたします。 

 航空物流機能の強化、現状についてでござ

います。 

 貨物取扱量は、ここ数年減少傾向でござい

まして、平成28年度は、対前年度で約400ト

ンの減少となりました。これは、使用機材の

小型化や荷主側の生産・配送拠点の移転等、

複数の要因によるものと思われます。 

 熊本地震の影響に関しましては、４月、５

月の貨物取扱量は減少しておりますものの、

６月以降は前年度並みに回復傾向となってお

ります。 

 今後の取り組みでございますけれども、今

後は、熊本地震からの復興に向けて、航空貨

物に対します県内事業者のニーズを把握し、

それに合ったダイヤ、機材の提供を航空会社

のほうに提案、働きかけてまいりたいと思い

ます。 

 40ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 阿蘇くまもと空港の施設整備及び活性化に

関した取り組み等について御報告をいたしま

す。 

 まず、現状、施設整備等について御説明申

し上げます。 

 まず、国が管理いたします滑走路などの基

本施設につきましては、熊本地震による被害

は非常に軽微でございまして、運用にも支障

がなかったため、地震直後から捜索、救難、

災害派遣、人命救助等を目的とする航空機、

ヘリコプターの受け入れ拠点として運用が行

われました。 

 特に、阿蘇くまもと空港が広域防災拠点と

して対応できるよう、自衛隊輸送機が複数機

駐機可能なエプロン、駐機場でございます

が、これが平成27年３月に完成しておりまし

て、今回の熊本地震におきましては、全国の

県警ヘリの活動拠点としてこれが活用されま

した。発災直後の救助活動等に寄与したとこ

ろでございます。 

 また、基本施設の整備等につきましては、

国土交通省において、昨年度、エプロン、駐

機場拡張のための調査、設計などが実施され

まして、本年度の予算として、９番スポット

に―― 一番東側でございますけれども、工

事費が計上されたところでございます。 

 また、国内線ターミナルビルの被害状況と

いたしましては、一部天井の落下――これは

熊本地震による被害状況でございますが、一

部天井の落下、それから、建物を支える軀体

の損傷、これは阿蘇くまもと空港が昭和46年

度に第１期工事が行われておりまして、それ

以降、５期にわたる増築が行われておりま

す。特に、この増築部分がひどうございまし

た。壁や床の破損など、多くの箇所が損傷い

たしました。 
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 空港ビルディングのほうで応急復旧をなさ

れましたところ、ことし１月末にこの復旧工

事が完了し、２月末には３階のレストランが

オープンいたしまして、全ての店舗の営業は

再開されたところでございます。 

 それから、空港環境整備協会が管理します

駐車場につきましては、拡張工事が実施され

ておりまして、昨年４月20日から、駐車等の

可能台数が266台増加し、合計1,482台となっ

ております。あわせて、入場後30分までの駐

車料金が無料化されております。 

 また、県、益城町において、空港南側、県

道堂園小森線側からの新しいアクセス道路を

整備し、昨年３月末に供用開始がされている

ところでございます。 

 参考１は、阿蘇くまもと空港施設の概要で

ございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 阿蘇くまもと空港の空港直轄事業の概要で

ございます。 

 今年度は、用地造成やエプロン増設工事等

が実施されますが、平成29年度の国の事業費

は８億8,000万円余でございまして、県は４

分の１、２億4,600万円余を負担していると

ころでございます。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 阿蘇くまもと空港の創造的復興についてで

ございます。 

 阿蘇くまもと空港を熊本地震からの創造的

復興のシンボルとして、十分な耐震性能を有

する国内線と国際線が一体となったターミナ

ルビルを新たに建設することが必要と判断

し、その実現に向け、昨年12月定例県議会に

おきまして、民間が持つ専門性、ノウハウ、

資金を最大限活用するため、空港運営を民間

に委託するコンセッション方式の導入を目指

すことを知事が表明しました。 

 国土交通省におかれては、本年４月から、

コンセッション方式の導入に向けて、滑走

路、それから、空港ビル、駐車場などの資産

調査、デューデリジェンスと申しますけれど

も、この資産調査や建てかえ期間中に使用し

ます国内線別棟ビルの設計に着手をされたと

ころでございまして、精力的に推進をいただ

いているところでございます。 

 本県といたしましては、去る６月６日、阿

蘇くまもと空港の創造的復興への確かな道筋

をつけるため、石井国土交通大臣に以下の点

で知事が要望を行いました。１点目が、新タ

ーミナルビルの建設を担います新しい運営権

者の平成30年度までの選定、もう一点が、国

内線別棟ビルの平成31年度までの完成でござ

います。 

 これに対し、石井国土交通大臣からは、熊

本県の要望に沿って進めてまいりたいとの御

発言をいただいたところでございます。 

 次に、空港周辺の環境についてでございま

す。 

 周辺市町村及び住民代表との意見交換の場

として、平成17年度に阿蘇くまもと空港周辺

環境整備協議会を県のほうで設置いたしまし

て、航空機の騒音監視体制の強化・充実、意

見交換等を行ってきたところでございます。 

 それから、阿蘇くまもと空港のＰＲでござ

いますけれども、42ページの一番下のアンダ

ーラインにありますように、昨年８月には、

被災した熊本を応援するため、韓国、台湾、

熊本の子供たちによる国際交流キッズダンス

が開催されまして、国際文化交流を行うとと

もに、熊本―ソウル線と熊本―高雄線のＰＲ

などを行いました。 

 昨年10月には、昭和60年度の開港からの累

計の旅客数が１億人を突破いたしまして、阿

蘇くまもと空港利用者利便向上協議会、これ

は国土交通省が事務局になっておりますけれ

ども、ここの主催でことしの２月26日に記念

セレモニーが行われたところでございます。 

 また、同協議会におきましては、ことし４

月に、国内線ターミナルビル前の降車場にお

きまして、マナーアップキャンペーン、これ
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は降車場における不適切な駐車が相次いでい

るということもございまして、マナーアップ

キャンペーンを実施し、効果を上げたところ

でございます。 

 参考３の資料につきましては、一般財団法

人空港環境整備協会の環境対策事業の交付状

況を示しております。 

 次の44ページでございます。 

 これは、空港周辺地域における航空機騒音

監視体制をまとめております。 

 アンダーラインの大津町役場に設置してご

ざいました観測機器につきましては、熊本地

震の影響によりまして、ことし６月に同町内

の子育て検診センターに移設しております。 

 続きまして、45ページをごらんいただきた

いと思います。 

 今後の取り組みでございます。 

 阿蘇くまもと空港の創造的復興につきまし

ては、国土交通省において、６月末にも阿蘇

くまもと空港におけるコンセッション方式の

大まかな枠組み、国としての基本的な考え方

を示します基本スキーム案が公表される予定

でございます。あわせて、民間の阿蘇くまも

と空港に対します投資の意向調査、マーケッ

トサウンディングと申しますが、この民間投

資意向調査が開始される予定でございます。 

 県としましては、今後、この国から示され

ます基本スキーム案を検討し、しっかり本県

の意向を伝えてまいりますとともに、コンセ

ッション方式の導入に当たり、民間から魅力

的な提案が数多くなされるよう、本県の魅

力、それから空港のポテンシャルなどを県内

外に発信していきながら、熊本の中長期的な

発展に資する空港となる枠組みづくりに向け

て、国と協議を進めてまいります。 

 ここで、一番末尾につけております資料を

ごらんいただきたいと思います。Ａ４判表裏

のカラー物でございますけれども、まず、阿

蘇くまもと空港の創造的復興について、別添

資料というものをごらんいただきたいと思い

ます。 

 これは、阿蘇くまもと空港の創造的復興に

ついて、ターミナルビルの建てかえを含みま

すコンセッション手続の今後のスケジュール

等について御説明差し上げるものでございま

す。 

 先ほど申し上げましたが、今月６日に、蒲

島知事から石井国土交通大臣に対しまして、

コンセッション手続の加速化を要望いたしま

した。大臣からは、要望に沿って進めていき

たいとの発言をいただいたところでございま

すけれども、中身のほうを御説明申し上げた

いと思います。 

 このスケジュールにつきましては、全て現

時点での想定であることを御理解賜りたいと

思います。 

 まず、上段から御説明申し上げます。 

 現国内線ビルでございますが、これはラグ

ビーワールドカップや女子ハンドボール世界

選手権大会が本県で開催されます平成31年度

まで運用し、翌32年度から撤去工事に入る流

れとなります。 

 それから、新ターミナルビル建設中の――

代替ビルになりますけれども、国内線別棟ビ

ルでございますが、現国内線ビルの運用が終

了する平成31年度末まで、国において整備、

完成をしていただき、その後、新たな運営権

者による運用が開始されることとなります。 

 続いて、コンセッションの手続でございま

すけれども、今月末にも募集要項の素案とな

ります基本スキーム案が実施主体の国から公

表される予定でございまして、同時に民間投

資意向調査が始まる見込みでございます。 

 この意向調査を踏まえまして、今年度末ま

でには実施方針とそれから募集要項が調整、

公表され、平成30年度に審査が行われ、１年

後には新たな運営権者の選定まで進むものと

想定しているところでございます。 

 新ターミナルビルにつきましては、平成31

年度中に新たな運営権者による設計が開始さ
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れ、現国内線ビルの撤去後に建設工事に入る

と想定しております。 

 新ターミナルビルの完成、それから運用の

期日につきましては、これは新しい運営権者

の設計、それから施工次第ということもあ

り、現在では未定でございます。 

 続きまして、裏面のほうをごらんいただき

たいと思います。 

 これは現在の阿蘇くまもと空港を上空から

見た写真でございまして、まず黄色の点線の

囲み部分でございます。つまり、現国内線ビ

ルの敷地に、新たな運営権者による新ビル建

設が予定されております。 

 それから、右の赤い点線の囲みが、国内線

別棟ビル予定地と書いておりますけれども、

ここが国による国内線別棟ビルの建設予定地

となっております。 

 それから、それよりちょっと上のほうの紫

の点線部分でございますけれども、これは国

による、先ほど申し上げました、エプロンの

拡張工事予定箇所でございます。 

 この資料につきましての説明は以上でござ

います。 

 引き続き、阿蘇くまもと空港が熊本の中長

期的な発展に資する空港となりますよう、国

と積極的に調整を行ってまいります。 

 資料、またお戻りをいただきまして、46ペ

ージをお願いいたしたいと思います。 

 ここは少し変わりまして、九州新幹線の運

行状況でございます。 

 まず、(1)の列車本数につきましてでござ

います。 

 熊本駅停車は、昨年のダイヤより２本増便

されまして合計123本、熊本―博多間と熊本

―新大阪間は、片道約１時間当たり３～４本

程度の運行となっております。ほかの駅の状

況は、表のとおりでございます。 

 (2)でございますけれども、九州新幹線の

利用状況でございますが、開業６年となる平

成28年度の熊本―博多間の利用客数は963万

人となり、熊本地震により対前年度比４％減

の利用状況となりました。 

 高速交通体系については以上でございま

す。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。着座にて説明させていただきますことを

お許し願います。 

 47ページをごらん願います。 

 熊本都市圏交通に関する件、１、熊本都市

圏交通の現状について御説明いたします。 

 熊本都市圏は、熊本市と周辺市町村との結

びつきが高いことから、熊本都市圏全体の交

通の状況を把握し、対策を講じる必要があり

ます。 

 そのため、平成24年度に、熊本市を初めと

する５市６町１村の約12万世帯を対象とし

て、第４回目となるパーソントリップ調査を

実施し、現状分析を行いました。 

 まず、(1)利用交通手段の状況ですが、左

下のグラフの紫色で示すとおり、第４回調査

の自動車交通への依存度が約64.4％と高くな

っている反面、グリーンや赤色で示す公共交

通の割合は5.9％と減少している状況です。 

 特に、バス利用者は、右側のグラフの青線

で示していますが、この30年間で約７割減少

しています。このため、公共交通の利用促進

を図っていくことが必要となっています。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 (2)熊本都市圏の渋滞の状況ですが、左下

の図は、平成24年度の朝ピーク時における渋

滞箇所をあらわしています。また、右下の図

は、平成47年に推定される渋滞箇所等です。

これらをあらわしております。これらのこと

から、主要幹線道路における渋滞対策を今後

とも進めていく必要がございます。 

 次に、49ページをごらん願います。 

 高齢化社会における新たな状況変化といた

しまして、左下のグラフに示すとおり、高齢

者の移動回数が増加しております。 
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 今後とも、高齢化の進展に伴い、増加して

いくことが予想されます。そして、その移動

手段としては自動車の利用が多いことから、

右のグラフに示すとおり、事故総件数は年々

減少しているにもかかわらず、高齢者による

事故の割合は増加傾向にあります。高齢者の

安全、安心な移動手段の確保を、今後とも進

めていくことが必要となっております。 

 次に、50ページをお願いします。 

 ２、熊本都市圏交通施策の主な取り組みに

ついて御説明いたします。 

 まず、(1)都市交通マスタープランの概要

についてですが、高齢社会における新たな変

化を踏まえ、望ましい都市交通体系を提示

し、おおむね20年後の実現を目指すハード面

及びソフト面の各種交通施策を、都市交通マ

スタープランとして平成28年３月に策定いた

しました。 

 将来交通計画の対応方針といたしまして

は、これまでのように全ての地域が過度に自

動車利用に依存してきた交通体系を見直し、

住民意識の転換や関係市町村の連携のもと、

地域特性に応じた公共交通ネットワークや道

路空間の再構築により、利便性と効率性を兼

ね備えた交通体系の構築を図ってまいりま

す。 

 次に、51ページをお願いいたします。 

 交通ネットワークの将来像といたしまして

は、多核連携型の都市圏構造の形成を支援す

るため、地域間の交通需要に的確に対応する

とともに、地域間連携を支える放射８方向の

基幹公共交通軸や２環状11放射道路網の形成

を目指していきます。 

 次に、52ページをお願いいたします。 

 アクションプランの策定についてですが、

都市交通マスタープランで提示した将来像を

実現するため、各種交通施策の整備手法等を

検討した上で、具体的に取り組んでいくため

の実行計画となるアクションプランの策定に

現在取り組んでいるところでございます。 

 都市計画課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 熊本都市圏に関する件といたしまして、53

ページをお願いいたします。 

 都市圏公共交通ネットワークの整備につい

てでございますけれども、阿蘇くまもと空港

へのアクセス改善につきまして、現在、空港

リムジンバスの定時性、速達性の確保や利便

性向上、それから、ＪＲ豊肥線を活用した空

港ライナーの運行等を行っております。 

 空港リムジンバスの利便性向上につきまし

ては、現在、空港リムジンバスは、航空機ダ

イヤに対応し、１日38往復しております。定

時性を向上させるため、公共車両優先システ

ム、これを活用しているところでございま

す。 

 次に、豊肥線を活用した空港ライナーの運

行及びＪＲ肥後大津駅の愛称化の件でござい

ます。 

 阿蘇くまもと空港のアクセス改善、拠点性

向上を目的に、平成23年10月から、ＪＲ肥後

大津駅と空港間で空港ライナーの試験運行を

実施してまいりました。 

 これまでの利用実績及び官民共同による運

行体制も整ったことから、本年４月１日に本

格運行へ移行したところでございます。 

 これまでの延べ利用者数は約39万人とな

り、表の一番右の欄にありますとおり、平成

28年度は、熊本地震の影響により、平成27年

度に比べ利用者数は若干減少はいたしました

ものの、７月以降は、目標でございます１日

平均200人以上を毎月達成したところでござ

います。確実に回復傾向にございます。 

 それから、54ページをお願いいたします。 

 この空港ライナーの発着駅でございますＪ

Ｒ肥後大津駅に、本年３月４日から阿蘇くま

もと空港駅という愛称をつけ、記念式典が実
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施されたところでございます。 

 このほか、スマートエアポートの展開とい

たしまして、阿蘇くまもと空港や肥後大津駅

に、電子掲示板、デジタルサイネージ等を活

用した交通情報、観光情報等の発信等の取り

組みを行っているところでございます。 

 また、都市圏のバス路線網の再編につきま

しては、事業者や行政、市民等で構成されて

いる熊本市の公共交通協議会にも本県も委員

として参画し、検討を行っているところでご

ざいます。 

 55ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 今後の取り組みでございますが、昨年12月

末に策定いたしました大空港構想ネクストス

テージに基づきまして、空港利用者のさらな

る利便性向上を図るため、空港へのアクセス

改善検討に取り組んでまいります。 

 特に、引き続き空港リムジンバスの定時性

と速達性向上に向けた検討等も行ってまいり

ますし、空港ライナーの空港アクセスとして

の利便性向上、阿蘇くまもと空港駅愛称化の

周知、広報による利用者の増と利便性の高い

バス路線再編等に向けて、引き続き取り組み

の支援を行ってまいりたいと思います。 

 それから、公共交通機関の利用促進策につ

きましては、一部これは都市計画課も所管す

る施策もございますが、連携しながらまとめ

て御説明を申し上げたいと思います。 

 (1)のノーマイカー通勤運動の強化では、

各交通事業者と連携しながら、バス、電車利

用のＰＲなど、公共交通機関の利用促進に取

り組んでまいります。 

 乗り継ぎ円滑化でございますが、これは56

ページをごらんいただきたいと思いますけれ

ども、まずＩＣカードにつきましては、平成

27年４月に、県内のバスや電鉄電車に熊本地

域振興ＩＣカード、通称くまモンのＩＣカー

ドと申し上げておりますが、これが導入され

まして、８月には、同カードが市電において

も利用可能となりました。 

 また、全国相互利用型カードが県内のバス

や電鉄電車等で利用できるシステム、これは

片利用機能でございますけれども、これが昨

年３月に導入をされまして、乗り継ぎの円滑

化がさらに図られたところでございます。 

 ３番目のパークアンドライドにつきまして

は、熊本都市圏の10カ所、黒石駅等でござい

ますけれども、10カ所でパークアンドライド

が実施されております。 

 平成29年５月末現在、駐車可能台数493台

で供用中であり、コンビニエンスストア等で

のポスター掲示などによる周知、広報などを

行っております。 

 また、実施箇所の拡大を図るため、ＪＲ豊

肥本線沿線の駐車場をピックアップいたしま

して可能性を検討するとともに、現在実施中

の箇所に対しましては、利用可能台数の追加

を要望しているところでございます。 

 今後の取り組みといたしまして、公共交通

機関の利用促進につきましては、関係機関の

取り組み支援や情報発信等を引き続き行って

まいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○高橋鉄道高架推進室長 鉄道高架推進室で

す。着座にて御説明させていただきますこと

をお許しください。 

 58ページをごらんください。 

 交通結節点改善、熊本駅周辺整備について

でございます。 

 熊本駅周辺で整備を進めておりますＪＲ鹿

児島本線等連続立体交差事業について御説明

いたします。 

 概要の中ほどをごらんいただきたいと思い

ます。 

 事業区間は、鹿児島本線が約６キロ、豊肥

本線が約１キロでございます。 

 次に、現状といたしましては、平成27年３
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月に、鹿児島本線上り線全線約６キロと下り

線の北側の約４キロの高架の切りかえを完了

しております。 

 これによりまして、13カ所の踏切の解消が

図られております。現在、残りの熊本駅部下

り線約２キロと豊肥本線約１キロの区間の高

架橋工事を進めております。 

 今後の取り組みでございますが、平成29年

度末に、熊本駅部区間の高架切りかえを終え

まして、平成30年度末には、新しい熊本駅舎

を完成させ、連立事業の完了を予定しており

ます。 

 59ページにつきましては、工事の状況や今

後の取り組みについて図にしておりますの

で、御参照いただければと思います。 

 鉄道高架推進室の説明は以上です。よろし

くお願いいたします。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 60ページをお願いいたします。 

 (3)交通渋滞の解消についてでございま

す。 

 熊本都市圏におきましては、国道３号や国

道57号東バイパスなど、幹線道路への交通負

荷の集中が交通渋滞の主な原因となっており

ます。そのため、熊本都市圏中心部への交通

の分散流入を図るため、環状道路や放射道路

等の骨格幹線道路網の整備や、それに接続す

る都市内道路網の整備が必要となっておりま

す。 

 現状の欄をごらんください。 

 (1)の骨格幹線道路網の整備につきまして

は、先ほど御説明いたしました道路の中で、

熊本都市圏内を通過する道路について、再掲

をさせていただいております。 

 次に、62ページをお願いいたします。 

 今後の取り組みの欄でございますが、(1)

の骨格幹線道路網につきましては、今後も熊

本都市圏の交通渋滞の解消に向け、国、県、

市町村で連携を図りながら整備を促進してま

いります。 

 道路整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○荒木交通規制課管理官 県警察交通規制課

でございます。着座のままの説明をお許し願

います。 

 続きまして、61ページ(2)の信号機の運用

改善等について御説明をいたします。 

 県警察としましては、道路の新設、改良や

交通流の変化に合わせまして、渋滞緩和と通

過交通の安全性を確保するため、信号機の改

良や運用改善に努めているところです。 

 また、路線バスや路面電車の進行方向の信

号機を優先的に制御する公共車両優先システ

ムを導入し、公共交通のよりスムーズな運行

も図っております。 

 このほか、必要な交通情報板や旅行時間計

測端末装置の整備を推進し、交通の円滑化を

図っているところです。 

 今後の取り組みといたしまして、資料の62

ページをお願いいたします。 

 (2)の信号機の運用改善等につきまして

は、交通流の変化に対して迅速に対応するた

め、交通流監視カメラや車両感知器等により

交通状況を的確に把握した上で、交通情報板

等を活用した交通情報の提供、右折矢印の追

加などの信号機改良や、大規模イベント開催

時、朝夕の交通量が増加する時間帯など、時

期、時間帯に応じた最適な信号制御となるよ

う、弾力的な信号機の運用及び改善に努めて

まいります。 

 次に、新交通管理システムの整備について

です。 

 資料の63ページをお願いいたします。 

 新交通管理システムとは、ドライバーに対

して必要な情報をリアルタイムに提供するこ

とにより交通流を積極的に管理していくシス

テムで、高度交通管制システムを中心に運営
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しているものです。 

 そのシステムのサブシステムといたしまし

て、交通情報提供システム、公共車両優先シ

ステムなどがあり、その整備、充実を図って

いるところです。 

 (1)の交通情報提供システムにつきまして

は、交通情報板等による交通情報提供に加え

まして、個々のドライバーに、交通情報や旅

行時間情報など、必要な交通情報をカーナビ

等を通じて提供しているシステムで、平成12

年４月から運用を行っております。 

 (2)の公共車両優先システムは、先ほど信

号機の運用改善等で少し触れましたが、公共

車両の定時性の確保と利便性の向上を図り、

マイカーから公共交通機関への利用転換を促

すというシステムです。 

 これは、光ビーコンと言います路線バスや

路面電車の通過を感知することのできる機器

で、バスや電車の通過情報を収集いたしまし

て、進行方向の信号機を優先制御するという

もので、県警察では、路線バスと路面電車に

導入しております。 

 そのうちの路線バス優先システムは、平成

14年から３カ年をかけて、主要地方道熊本高

森線、国道３号など、３区間14.5キロメート

ルを整備し、路線バスの円滑な運行を図って

いるところです。 

 次に、路面電車優先システムについては、

平成23年に、熊本駅前電停と辛島町電停間、

上熊本駅電停と辛島町電停間の２区間で運用

を開始し、路面電車の定時性を確保している

ところです。 

 今後の取り組みとしましては、交通情報提

供システムの整備、拡充を図り、きめ細かな

交通情報を運転者に提供することによって交

通流の自律的な分散を促すなど、今後も安全

で快適な交通環境の整備に努めてまいりま

す。 

 県警察交通規制課からは以上でございま

す。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部からの説明が

終わりましたので、質疑に入ります。 

 何かありませんか。 

 

○前川收委員 まず、６ページの九州縦貫自

動車道のスマートインターの件なんですけれ

ども、先ほど御説明をいただきました丸の３

つ目、北熊本スマートインターチェンジにつ

いては、１回、御説明のとおり、工事期間内

に終了せずに延長のお願いがあって、そして

平成30年度には完成させますということで、

現在取り組みがあっているということです

が、用地買収率はどのくらい行っているか、

どの程度用地買収は終わっているか。もう30

年はあっという間ですからね。しかも、１回

延ばして、できなかったやつを延ばしてもら

ったと。もっと延ばしたらどうですかと言わ

れたのを、いや、ここで大丈夫ですと、何か

熊本市が言ったといううわさを私は聞いたこ

とがあるんですけれども、果たしてきちっと

できるのかどうかということについて１つ聞

きたいというふうに思っています。 

 それから、城南スマートインターチェンジ

については、もう大丈夫だろうというふうに

思っておりますが、北熊本スマートインター

の進捗状況について、ぜひ教えてください。 

 それともう１つ、この50ページの熊本都市

圏交通施策の主な取り組み状況というので、

各課にわたって熊本都市圏交通マスタープラ

ンというのをしっかりつくっていただきなが

ら、将来の渋滞緩和等々に向けた、社会情勢

の変化に応じた交通体系をつくるということ

で、大変ありがたいと思っています。 

 ただ、ＰＤＣＡサイクルを回していくとい

う話の中で、もともとあった計画に２環状11

放射ですか、とか、昔は放射８方向とかです

ね、いろいろ何か今まで聞いたことのある話

が、今はどうなっているのかわからないのが

１つと、それと、そもそも既に県道も、熊本
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市が政令市に移行した後は、熊本市が整備し

なきゃならない状況になっていて、この都市

圏交通の特に車の部分というのは、まあバス

も公共路線もほとんどもう熊本市なんですけ

れども、県と熊本市の位置関係、例えば県が

多少周りの市町村の関係もあるから音頭を取

ったにしても、事業主体は誰ですかという話

になると、必ず熊本市にならざるを得ない。

だって、施行するのは熊本市なんですから

ね。その辺の位置関係は今どうなっているの

か、教えてください。２点です。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 まず、１点目の北熊本スマートインターチ

ェンジの進捗状況につきましては、委員お話

しされましたように、３年間延長させていた

だいているということがございまして、毎

月、国、県、市、ＮＥＸＣＯ西日本による連

絡調整会議を行い、その進捗状況について確

認をしてきているところでございます。 

 その中のお話によりますと、用地買収率は

現在８割を超えているという、優秀な状況で

ございます。 

 昨年、想定外の地震がありまして、少しそ

の期間おくれた区間もございましたが、今

は、30年度完成に向けて、それぞれの各事業

主体が懸命に取り組んでいるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 これまでのアクションプログラム等、もう

既に策定されておりますプログラムがござい

ますけれども、今回の調査によって出てきま

した結果に基づいた必要な道路等がいろいろ

ございます。昔の計画と今回新たに提示しま

す道路網等について、整合を一応図りまし

て、重なっている部分は継承していくことに

していきたいと思っております。また、合致

しなくてちょっとずれている部分があれば、

そこはちょっと見直していきたいなと思って

おります。 

 それと、熊本市との関係でございますけれ

ども、今度つくりますアクションプランを策

定する中では、実際に仕事をやっていく行政

及び交通事業者、それと学識者等で構成され

ます協議会の中で検討してまいりますけれど

も、熊本都市圏の交通は、何といっても熊本

市の交通が主でございます。ただ、周辺の市

町村につながっている道路網がございますの

で、その部分につきましてはどうしても県が

話をしていかなければなりませんので、実際

仕事をやっていきます熊本市と、また熊本

県、あと周りの市町村等も含めたところで、

意見をすり合わせながら計画をつくっていき

たいと思っております。 

 以上です。 

 

○前川收委員 北熊本スマートインターにつ

いては、８割用地買収が済んだということ

で、少し安心しました。 

 これは１回延ばしてもらってやっているや

つですから、必ず期限内にはインターチェン

ジをつくってください。よそと比べると、物

すごく遅いんですね。物すごく遅いんです。

３年でどこでもやっている、他町村がやって

いるところはどんどんやっているのに、熊本

市がやると遅いんです、残念ながら。これは

間違いないです。例を挙げれば――もう私が

説明しなくても皆さん御存じのとおりであり

ますので、そこをぜひしっかり期限内に取り

組んでいただきたいということをお願いして

おきます。 

 それと、マスタープランも、県が主導権を

持ってつくるのはいいんですけれども、結果

的には施行するのは熊本市なんだから、県が

計画つくって、熊本市にここの道をつくりな

さいなんて言ったって、多分それはやらない
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んじゃないかなと思います。だから、どこか

の段階で、やっぱりちゃんと熊本市の主体

性、これは計画は県がつくりましたと、実行

は熊本市がしますと、こんな話は多分余りよ

く通っていかない、これまでの感覚から見れ

ばですね。 

 ですから、やっぱりある程度の実効性は、

早い段階から熊本市に責任感も含めて持って

もらわないと、県民の側から見れば、県道だ

った道が、県が管理していたときはいろいろ

やってくれたけれども、政令市になって、熊

本市になって何もできないじゃないかと言わ

れてしまうんだったら、政令市になる意味が

ないですね。そこは、やっぱりもうなってい

るわけですから、きちっと熊本市の責任感と

か、それから計画をつくる責任ですね。要

は、あなたがつくった計画でしょう、私がつ

くった計画じゃありませんという、そんな話

には絶対にならないような仕組みにはなって

いるとは思いますけれども、そこをもう一回

再確認して、一緒に進めていただきますよう

にお願いします。 

 

○坂井都市計画課長 何といっても熊本市の

役割が大きいですから、このアクションプラ

ンにつきましては、実行計画になる形になり

ますので、実際に統括ができるように、実効

性のある計画で熊本市とすり合わせをやって

決めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 今、都市圏交通の話が出まし

て、もう私も前々から言っていましたよう

に、やっぱり実行するところと計画するとこ

ろ、しっかり連携してやらないと、今前川委

員からおっしゃられたとおり、それは県で決

めたっだろうたいという話にならないよう

に、しっかりとやっていただきたい。まあ、

これからアクションプランの策定ということ

でありますから、これはもう県だけじゃなく

て、しっかりと熊本市の部分は熊本市に入っ

ていただいてやっていただくべきだろうと思

いますので、しっかりその辺はお願いしたい

と思います。 

 それと、最近、市電の延伸で、南熊本ルー

トじゃなく自衛隊ルートのほうにという話が

ちょっと出てきていますけれども、これは県

と市と何か話はできているんですか。 

 

○内田交通政策課長 これまで大西市長のほ

うから、平成27年12月の市議会において、公

共交通利用の選択肢をふやすこと、それか

ら、定時性、速達性にすぐれた鉄軌道をさら

に充実させることが必要であり、東部方面、

それから、田崎方面、南熊本方面の３方面５

ルートで市電の延伸を検討されているという

アナウンスが出ていることは承知しておりま

すけれども、具体的に、検討自体は市議会の

都市計画委員会等々が中心になって今検討さ

れている状況でございまして、県のほうへの

情報提供とか御相談とかは今のところあって

ないという状況でございます。 

 

○鎌田聡委員 そこが、マスタープランをつ

くって、できるだけ高齢者が――この調査で

いくとですよ、多いから、もう公共交通にシ

フトしていこうということで、多分このマス

タープランの中に市電の延伸化も入っている

んですよね。入っている中で、それをどう延

ばしていくのか。それは財政がかかる熊本市

が主体になると思いますけれども、進めるに

当たっては、やっぱり県にきちんと、県と協

議をして――私が考えたのは、自衛隊ルート

はいいんですけれども、できるならグランメ

ッセぐらいまで延ばしてもらえば、結構その

分車から公共の電車にシフトしますから、そ

ういったところも県の意向としてきちんと、

そこは益城町だけん違いますじゃなくて、県

としては、そういった周辺の自治体の利便性

も含めて、県の施設の利便性、こういったも
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のを考えて意見をきちんと、実行部隊と計画

部隊できちんと話を合わせていただきたいと

思いますので。ちょっと何も話なかったと聞

いて、びっくりしていますけれども。 

 

○内田交通政策課長 示唆を賜り、ありがと

うございます。 

 県といたしましても、特に今回熊本市から

方向性が示されました自衛隊ルートというの

は、第２空港線への影響がやっぱり多分に考

えられます。私どもが所管しております阿蘇

くまもと空港のアクセスルートとしても、非

常に第２空港線は重要なことでもございます

し、その影響等、また、その辺にお住まいの

住民の環境問題とかもやっぱりあるかと思い

ますので、その点からも熊本市とは十分協議

をしっかりやってまいりたいと思います。 

 

○前川收委員 これは言わなかったんだけ

ど、これを言いたくて本当はこの質問をした

んですけれども、言わずにやめておこうと思

ったんだけど、言います。 

 政令市にもなっているんですからね、熊本

市が。県の意識から見れば、県がやっぱり広

域的な調整をやらなきゃいけないという意識

を持って――昔、政令市移行前から、こうい

ったマスタープランを何回もつくってやって

きましたね。ところが、もう県の意識と熊本

市の意識にはかなりのずれが出ていると私は

感じているんですよ、ずっと。そこに、今ま

さに市電の延伸問題というのが出てきて、片

方じゃお金かけてマスタープランつくってや

っている、片方じゃ自分たちで市電の延伸問

題を議論なさっている。何ら打ち合わせもす

り合わせも何もないというのが現実としてあ

るならば、このマスタープランつくるのに幾

らお金かかっているんですか。答えてくださ

い。 

 

○坂井都市計画課長 熊本市、熊本県、ほか

の市町村も含めまして、約３億かかっていま

す。 

 

○前川收委員 ３億円のお金をかけてつくる

計画ですよ、これは。やっぱり実効性が伴わ

ないといけないし、つくる前から、この事業

に着手する前から、関係市町村がやっぱりこ

のマスタープランからアクションプランに移

行していくことの主体性を一緒に共有してく

ださいよという意識づけぐらいはやっていか

ないと、これはもうとてもじゃありませんけ

れども、無駄になる可能性が非常に高いとい

うふうに思いますので、そこは今後しっかり

気をつけてください。いかがですか、熊本市

の県議の皆さん方。 

 

○鎌田聡委員 これからアクションプランと

いうことで進んでまいりますので、しっかり

と、先ほど言いましたように、やっぱり市電

の延伸、これは肝の部分ですよね、この都市

圏交通の。そこがやっぱり協議されていない

ままにやられてしまう。今、話あったよう

に、マスタープランって何だったのと、これ

からアクションプランも多分お金かけてつく

っていかれると思いますけれども、そういっ

たところをやっていく段階できちんと協議を

進めていかなければいけないと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

○坂井都市計画課長 これまで調査で、現状

での課題、問題点が出てきました。推計で、

あと20年後の状態がどうかという推計もなさ

れました。そういう課題が出てきております

ので、その課題を解決するためにこのアクシ

ョンプランをつくりまして、公共交通機関、

ＪＲとか電車、それとバス事業者等々と、道

路等の整備がございますけれども、それとを

含めたところで実際に20年後どういうふうに

やれるかというのを、実際、予算も一応頭に

入れながら、実効性のある計画を今後アクシ
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ョンプランでつくっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 市電の延伸の件でございますけれども、今

回の熊本市の報道がなされました後、県のほ

うから市のほうにも問い合わせをいたしまし

て、一応資料はいただいたところでございま

す。 

 今後、やはりうちの第２空港線あたりへの

影響とか、熊本都市圏とのかかわりは非常に

大きいので、協議をしていきましょうという

ことでお話を申し上げまして、熊本市として

も、今後、市民アンケートですとか、あるい

は県を初め関係機関との調整を実施してまい

りますというお話はいただいたところでござ

いますので、私ども、しっかりと県と熊本市

と連携をして、今後の取り組みは進めてまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 このアクションプランという

のは、いつまでにつくるんですか。これがな

いままに、ほかの部分もパーツパーツが先行

して、アクションプランが後を追うような形

になるといけないと思うから、もうマスター

プランができて、これからアクションプラン

をやるわけですから、そこをかちっとやっぱ

り固めた上でやらなきゃいけないんじゃない

んですか。 

 

○坂井都市計画課長 現在想定していますの

は、平成30年半ばを想定しております、策定

をですね。 

 

○鎌田聡委員 まあ、またお金かけるんでし

ょうけれども、余り無駄にならないようなプ

ランに、もう本当実効性のあるプランになっ

て、そしてやっぱり市町村ときちんと連携を

とって進めていくように、そこはお願いした

いと思います。 

 それと、もう１点いいですか。 

 

○森浩二委員長 はい、どうぞ。 

 

○鎌田聡委員 済みません、空港の創造的復

興の話ですけれども、42ページに記載があり

まして、図面が一番後ろになっていますが、

基本スキームが今月公表ということになるん

ですが、これは、済みません、結局どこまで

どうなるんですか。その空港全体を運営会社

に任せるのか、ビルだけなのか、駐車場も含

みなのか、滑走路はどうなるのか、ちょっと

基本的なことを教えていただきたいと思いま

す。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今回、コンセッションに係ります、要する

に事業の範囲でございますけれども、基本的

に、これは管制を除きます国が今現在所管を

しております滑走路、それから空港ビルディ

ングが今所管をしております空港ビル、空整

協が所管をしております駐車場、この３つで

すね。３つがコンセッションの対象になって

まいります。 

 

○鎌田聡委員 それならば、今、空港の整備

を国直轄でやって、県が負担金を払ってい

る。先ほどあった、今年度は２億とか昨年度

は何億、それはもう運営会社がやると、負担

するということになるんですか。 

 

○内田交通政策課長 基本的にはそうなって

まいりますが、ここはまた協議が必要になっ

てくる部分も出てくるかと思います。 

 

○鎌田聡委員 私は、基本的にはビルと駐車
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場だけかなと思っていたんですけれども、滑

走路も含めてですね。 

 安全面という部分も非常にやっぱり気にな

ってまいりますので、そこのところは、まあ

民営会社がうまくいかなければ、滑走路がち

ょっと傷んだままでということにはならない

と思いますけれども、その辺も今後の説明の

中でしっかりとやってもらうような対応をお

願いしたいと思います。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今回、国が主体的に行いますコンセッショ

ンにつきましては、基本的に所有権は国が持

ったまま、運営権という形で民間のほうに委

託をするという形になっています。最終的な

責任、要するに国民の安全を守るとか空港と

しての機能の安全性を守る担保は国が責任を

負うということになっておりまして、例え

ば、大規模災害が起こったり、テロが起こっ

たりというときにつきましては、国が直轄を

するということになっております。 

 また、もう１つ、国が必ず毎年毎年モニタ

リングを、その運営権者の経営状況なり、き

ちっと約束された仕事をやっているかという

モニタリングをやることになっておりまし

て、それがなされていないというときには即

座に是正の指導が入ると。是正の指導に応じ

なければ、契約がそこで解除されるというよ

うな手続になっております。 

 

○鎌田聡委員 まあまあ仕組みは大体わかり

ましたけれども、これは一回運営会社が決ま

れば、もうずっと、よっぽど悪いことせんな

ら、運営を、そういうことになるんですよ

ね、ビルの建設までやっているので。 

 

○内田交通政策課長 今回、実は、今月末に

も示されると予定されている基本スキームと

いうものがございます。それが、国の、要す

るに阿蘇くまもと空港のコンセッションにつ

いての基本的な考え方が示されますけれど

も、その中で、一応事業期間が示される予定

になっております。 

 まだ阿蘇くまもと空港がどれぐらいになる

かわかりませんけれども、例えば福岡空港の

場合は、当初30年間の期間を設定し、オプシ

ョンで５年間延長しても構わないというふう

になっております。仙台空港の場合は、当初

30年間で、オプションでさらに30年間という

部分もついておりまして、ここは空港次第で

ございます。 

 今回、阿蘇くまもと空港の場合は、国内

線、国際線の一体的なビルを新たに建てると

いうことがございますので、あるいはそのビ

ルの耐用年数あたりも鑑みたところで設定を

されるのではないかと予想をしているところ

でございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○小早川宗弘委員 ターミナルビルのことに

関連してですけれども、先ほどの最後のこの

ページの別添資料の図面を拝見させていただ

いておりますけれども、その新ビル建設予定

地というところに国際線と国内線のターミナ

ルビルというふうなイメージでよろしいでし

ょうか。 

 

○内田交通政策課長 はい、それで結構でご

ざいます。 

 

○小早川宗弘委員 それで、平成31年度末ま

でに、この図面の赤の点線、国内線の別棟ビ

ル予定地というふうなことが書かれとっとで

すけれども、ちょっとこのエリアのボリュー

ムと今のボリューム、かなり狭かと思うとで
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すよね。 

 上のほうに紫の点線で囲まれとるばって

ん、これは９番スポットと10番スポットをメ

ーンに多分使わざるを得ぬとじゃなかろうか

なと。これは、１番からずっと７番ぐらいま

では、飛行機が駐機するスペースというのは

これは限られてくるけん、かなり混雑すると

じゃなかろうかなというふうなイメージがあ

りますけれども、その辺はどういうふうな考

えでしょうか。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 確かに、国内線別棟ビルの予定地、今大枠

を示しておりますので、全体の規模感という

のは、今年度、国のほうが設計等を行われる

ということなので、まだ判明ができておりま

せんけれども、一応仮設といいますか、新し

いビルが建つまでの期間を想定したものある

いはそれ以降も使えるものにはなってこよう

かと思いますけれども、いずれにいたしまし

ても、チェックインカウンターですとか保安

検査場ですとか、まず旅客取扱業務を中心と

した設計をなされてくるものというふうに伺

っているところでございます。 

 その上で、今、国の考え方を伺いますと、

まずは新ビルが建ちます数年の間につきまし

ては、国内線ビルとそれから国際線ビル、こ

の２つを使いまして、１つは、バス輸送によ

って現在の３番から８番、これは有効に使っ

ていきたいという考えだそうでございます。 

 それから、利便性という点につきまして

は、バス輸送ということで多少やっぱり不便

になるところはございますけれども、大型機

の、例えばトリプルセブンとかが着いた場合

は、なかなかバス輸送だけでは対応できない

部分もあるということが想定されておりまし

て、このあたりは国とエアラインと今協議を

されて、ボーディングブリッジをこの別棟の

ほうにつけるということも検討されていると

いうふうに伺っているところでございます。 

 

○小早川宗弘委員 ちょっと私も設計的な視

点から、これは狭かっじゃなかろうかとか、

特にまた東京オリンピック等とかがあって、

あるいは熊本も非常に復旧、復興が進んでい

く中で、多くの人が、あるいは国際線も充実

する中で、多くの人が今後やってくるという

ふうに予想されますので、しかも、この熊

本、このビルが仮設なのかちょっとわかりま

せんけれども、手狭であるということとか、

まあ以前の羽田は、全部飛行機に乗るにはバ

スで搭乗しよったわけですから、あれもちょ

っと面倒くさいなというふうな感覚になった

りするものですから、できるだけ利用者の利

便性向上ということも、この仮設の間かもし

れませんけれども、そういったことも配慮し

て工事を進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 済みません、先ほどの都市

計画のことで１点だけ確認をよければしたい

んですけれども、49ページ、今、課長が、こ

の白丸の一番下で、高齢者の安全、安心な移

動手段の確保を今後も進めていく必要がある

という御説明がありました。具体的にはどう

いうことをやられるのか、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

 

○坂井都市計画課長 今想定しておりますの

は、高齢者の自動車、マイカーによる移動が

年々多くなって、事故の割合も大きいという

ことですから、今現在想定しておりますの

が、公共交通機関をできるだけ利用していた

だくということを想定いたしております。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 確かに、これは喫緊の課題

だと思います。個別のことかもしれないんで

すけれども、私も、身内でも知り合いでも、
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高齢者でまだ運転免許を更新して危ないと、

これは皆さん方の周りにもいっぱいいらっし

ゃるんじゃないかと。 

 ただ、口で公共交通機関を利用促進と言っ

ても、その公共交通機関の事業者側は、年々

乗客は減ると言っています。どこに整合性が

あるのかといえば、まさしくこの特別委員会

の交通政策または県警の交通、しっかりそこ

は話し合った上で、どういう利便性を持って

いくのか。免許を返上して公共交通機関を利

用したらこういう特典がありますというのも

やっぱり示さないといけないんじゃないかと

思うんですけれども、そこら辺は何か見通し

みたいなものはあるんですかね。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 確かに、公共交通の利用促進の私たちがや

っている施策の大きな目的は、まさに先生が

おっしゃったように、これからの高齢化社会

を見据えた部分がかなり大きくなってくるの

はもう間違いございませんし、現状大きいと

いうところでございます。 

 やっぱり皆さんに優しい公共交通、それか

ら利用しやすい公共交通を実現するというの

は、常日ごろから私たちも考えているところ

でございますし、例えばノンステップバスの

導入ですとか、そういうようなハードのもの

もありますし、先ほど言った免許返上に伴っ

たサービスの提供というのは、これも表裏一

体で欠かせないものというふうに認識をして

います。 

 交通政策サイドといたしましては、さっき

言いました熊本市あるいは周辺市町村とも連

携しつつ、また、庁内でも、県警、それから

土木部のほうときちっと連携してそこは取り

組んでまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

○前田憲秀委員 なかなか具体的にこうなる

んだというイメージが湧かないんですけれど

も、これは極端な言い方かもしれないんです

けれども、免許の返上というのは個人の自由

ですから、強制はできないんですよね。た

だ、免許をこのときまでに返上していただい

たら――極端ですよ。１年間の公共交通利用

パス券をやりますだとか、さまざまなそこか

ら何が可能なのかというのを設定しないと、

例えば熊本市内、今もう昼間の交通渋滞は大

変です。諸外国であっているように、例えば

きょうは偶数ナンバーが入れる日、奇数ナン

バーが入れる日、さまざまそういう検討も具

体的に上げていかないと、このままだった

ら、今おっしゃったように、事故は減ってい

るけれども、高齢者の割合がふえるという、

こういう危惧は必ず出てくるんじゃないかと

思います。 

 なかなかそれに対しての答弁は難しいと思

うんですけれども、そういうことも含めて、

せっかくこの高速交通の特別委員会ですか

ら、県警察も含めて、ぜひ今後も検討してい

ただきたいなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 もう１点だけ、委員長いいですか。 

 

○森浩二委員長 じゃあ、前田委員。 

 

○前田憲秀委員 もう１点だけ、交通政策課

さんなんですけれども、香港線の件で、一般

質問では聞いてくれるなということだったの

で、この場でお聞きします。 

 先ほどの説明の中でもあったように、昨

年、この高特委員会で香港に行って、復活を

しっかり要望してきました。 

 あのときは、熊本の２路線は鹿児島に行っ

ているから、いつでも必要性があれば熊本に

戻せるんだという認識であったんですけれど

も、今回の一般質問の答弁でも、知事が、香

港の飛行場の、いわゆる枠を云々みたいな話

がありました。となると、鹿児島は鹿児島で
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全く別に今再交渉しているのかなという印象

を受けたんですけれども、そこら辺はどうな

んでしょうか。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 香港線の御質問でございますけれども、実

は、ことし１月に、南九州３県議会観光振興

議員連盟の皆様方と私も一緒に香港のほうに

行かせていただきまして、直接香港航空の路

線担当部長と話をさせていただきました。 

 その中で出てきましたのは、鹿児島便は非

常に好調だと。今、実は鹿児島便は、香港航

空が５便、それから、その子会社のＬＣＣの

香港エクスプレスが５便で週10便飛んでいる

状況でございますけれども、搭乗率がいずれ

も80％を超えているという状況でございま

す。 

 中身といたしましては、九州、南九州の周

遊観光ということで、これは熊本も含めて周

遊観光が売れているという状況でございま

す。そこは非常にいいことなんですけれど

も、なかなか鹿児島空港自体に今発着してい

る便が非常に安定して飛んでいるので、それ

をするっと剥がしてまで熊本に持っていくこ

とは、なかなか経営上考えにくいというよう

なことでございました。 

 ただ、話をしていますように、九州、南九

州の観光は非常に魅力的で、まだまだパイが

ふえるだろうと。そのパイについては、ぜひ

熊本でということでございまして、鹿児島便

に振りかえている２便とは別に熊本便は設定

を今しているんだと。その便については、新

規就航ということで、香港空港の利用の許可

を今求めていると。香港空港の許可というの

は、香港政府が許可するかどうかを握ってい

るので、そこ次第だというお話でございまし

た。 

 私どもとしましては、じゃあ香港政府への

働きかけも必要だということで、日本の大使

館を通じていろいろ協議をしたり、続けてい

るところでございます。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 昨年とは大分状況が変わっ

たということですね。 

 これは別に答えられるかどうかあれなんで

すけれども、キャセイパシフィックの福岡便

が10月でたしか廃止と聞いているんですが、

そのキャセイパシフィックにもキャセイドラ

ゴンとかＬＣＣがある。香港でエアソウルを

お願いしたら、ティーウェイの定期便がいき

なり就航になったとか、そういうこともあり

得るんですか。答弁できる範囲でいいんです

けれども。 

 

○内田交通政策課長 実は、先ほどの答弁で

少し漏れておりますけれども、もう一つの航

空会社の働きかけという点も、私ども熊本県

といたしましては、香港航空だけではなく

て、関連するＬＣＣの香港エクスプレスです

とか、先ほど申されましたキャセイパシフィ

ック等を含めまして、幅広く実は働きかけを

行っているところでございます。 

 場合によっては、ソウル線のような形で、

じゃあ私がという部分もひょっとしたら出て

くるかもしれませんけれども、そこはいつ出

てきてもいいような体制はとっております

し、働きかけも平等にきちっとやっていると

ころでございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 しっかり働きかけはしていただいているの

で、何らかの形で香港定期便も実現するんだ

ろうと思うんですけれども、やはり57号線

が、あそこの立野でＪＲも道路も寸断してい

るということで、非常に私は熊本空港の利便

性にも影響しているんじゃないかと思いま

す。 

 来年の３月からだったですか、「ななつ
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星」も、大分から入ってきて阿蘇、南は人吉

を通って肥薩線を通るルートがあると聞いて

います。そうすると、もう本当熊本空港の位

置づけがどうなのかなととっても心配をして

おりますので、お願いも必要なんでしょうけ

れども、がんがんそういうセールスはこれか

らも力いっぱいかけていただきたいなという

ふうに要望しておきます。 

 

○森浩二委員長 要望でいいですか。 

 

○前田憲秀委員 はい。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○濱田大造委員 関連になるんですが、戻る

んですが、コンセッション方式でちょっと基

本的なことを教えてください。 

 これは国内の空港で何例目になるのか。そ

れとあと、民間にかなり権限を移譲するとい

うことで、ポートチャージの値下げ合戦とか

を（聞き取り不能）と聞いているんですが、

その辺どう考えているのか。 

 あと１点、空港ライナーに関することなん

ですが、肥後大津から無料でやっているとい

うことなんですが、私は熊本市からよくリム

ジンバスを使うんですけれども、この政策の

意図ですね。県民に説明するために、豊肥本

線を使って大津駅からだったらただですよ

と、市内から行ったら有料ですよと、この辺

どういった意図があるのかを教えてくださ

い。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 まず、コンセッションにつきましてですけ

れども、先行いたしておりますのが２カ所ご

ざいます。１カ所目につきましては、関西空

港でございまして、ここがもう既にコンセッ

ション化していまして、オリックス、それか

らフランスのヴァンシが共同でコンソーシア

ムを組んで新しい運営会社をつくりまして、

今ここは経営をしている状況でございます。

それと、地方空港におきましては、昨年の７

月から仙台空港が、これは東急さんと前田建

設さんとがコンソーシアムをつくりまして新

会社をつくり、今現在運営しているという状

況でございます。 

 一応、低価格競争という点でございますけ

れども、あくまでもここは、先ほど鎌田先生

のほうからもお話がございましたが、ある程

度長い期間、例えば30年とか、そういう期間

をまず国が設定いたしまして、その期間きち

っと運営ができると、経営ができるという部

分を担保した上で選ばれていくものでござい

ますので、その民間のノウハウ、資金を生か

した営業の活動の中で行われるものと理解を

しておりまして、合戦ということにはつなが

ってこないのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

 それと、空港ライナーでございますけれど

も、非常に鉄道というのが定時性にすぐれた

ものでございまして、阿蘇くまもと空港自体

は、今、第２空港線を中心とした自動車がメ

ーンのところの中で、やはりその代替機能と

して空港アクセスは確保していくべきだろう

と思いますし、そういう意味で鉄軌道を使っ

ていくという部分につきましては、非常にす

ぐれた定時性があるということで、以前から

検討しているものでございます。 

 特に、大空港構想ネクストステージにも掲

げておりますし、第１期目の大空港構想の中

でも、知事が、これは豊肥線を使った双方向

の送客というのをぜひ考えていきたいという

ことを打ち出しておられまして、その具体化

といたしまして空港ライナーという形でやっ

ていくというものが一つと、もう一つ、大空

港構想のコンセプトの一つとして、肥後大津

駅は阿蘇くまもと空港の機能の一つだという

捉え方をしまして、肥後大津駅に着いていた
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だければ、もう熊本空港に着いたんだという

ような意識を持っていただくために、ここは

無料化という形で、まあ空港内のシャトルバ

スのようなイメージで運行をしているという

ところで、無料化を進めてきました。 

 実証実験を経て、今、１日200人以上の御

利用があるということで、非常に定着してき

たということで、本格運行に４月から踏み切

ったという状況でございます。 

 

○濱田大造委員 その無料化で、大体年間の

予算というのはどのくらい必要になっている

んでしょうか。 

 

○内田交通政策課長 今現在、年間4,500万

でございます。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○松村秀逸委員 熊本市の交通渋滞につい

て、ちょっと先ほどの63ページに、システム

改善で改善するということをおっしゃいまし

たけれども、前、私がお尋ねしたときに、な

かなか今の状況では、（聞き取り不能）は難

しい状況だというのを聞いたことがあったん

ですが、そういう意味で、マスタープランに

示されております、東バイパスを立体化する

ことによって交通渋滞を解消したらいいんじ

ゃないかと私お話ししたことがあるんです

が、その点については、マスタープランでは

交差点の立体化は示されたんですけれども、

アクションプランで今後また立体化も含めて

検討するということでしたけれども、熊本市

との話は進んでいるのだろうかというのをち

ょっと、先ほど鎌田委員あたりと、市との連

携がどうなっているかという話も含めて、ち

ょっとお尋ねしたいんですが。なかなか市が

ちょっと腰が重いような感じが、私、ずっと

感触をしているものですから。 

 

○坂井都市計画課長 東バイパスの主要な交

差点におきましての立体化のお話ですけれど

も、国土交通省におかれまして、どういう交

通の処理ができるか、今検討をされておりま

す。 

 この前の調査では、我々が行いましたパー

ソントリップ等の調査の結果からは、立体化

すると交通渋滞を幾らか解消できるという調

査結果は出ております。 

 今後、立体化をするかしないかも含めまし

て、アクションプランの中で、国ともいろい

ろ御相談していきたいと思っています。 

 以上です。 

 

○松村秀逸委員 なかなか今のこの熊本の交

通渋滞の問題は、早急に解決しないと、やは

り経済にも大きく影響するし、そこら辺をも

っと熊本市と連携して、もちろん国交省との

連携もあるんでしょうけれども、ぜひしてい

ただきたいということと、それともう一つ

は、熊本空港についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 新たにコンセッション方式でやられるんで

すが、たくさんの乗降客をふやすという目的

とするならば、トータル的にはこの敷地面積

はこれで本当にいいんだろうか、将来、何十

年か先を考えたとき、敷地をどんどんふや

す、広げることができるのか、また、もうこ

れが限度だとか、そういうところを含めたと

ころをお尋ねしたいんですが。 

 

○内田交通政策課長 敷地面積というのは、

滑走路を含めた全体の面積…… 

 

○松村秀逸委員 全体的な、駐車場も含めて

の面積です。 

 

○内田交通政策課長 阿蘇くまもと空港は、

全体で150ヘクタールの用地を今有しており

ますけれども、基本的にはまだ――現在 
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3,000メートルの滑走路が１本ございまし

て、エプロンが今９番と10番まで計画されて

いる状況ですけれども、ここでまだまだ相当

の余裕はあるというふうに国のほうも見解を

出しておりますので、当面は今の状況で大丈

夫かと思いますし、まあ当面というか、今後

も大丈夫だと思いますし、それに基づいて、

今回、基本スキームも、この事業の規模あた

りは出てくるものというふうに予想をしてい

るところでございます。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○岩本浩治委員 済みません、ちょっと教え

ていただきたいんですが、国の事業ですけれ

ども、中九州横断道路ということの中に計画

段階評価というのがありますが、それは大体

計画段階評価にはどういう部分が入っている

のでしょうか。 

 

○上野道路整備課長 済みません、３ページ

をごらんいただきたいと思いますけれども、

事業の流れの中で、事業化の前に、計画の段

階においていろんな課題を検討するというこ

とでございますけれども、おおむね計画段階

評価の進め方につきましては、まず、この道

路をつくるに当たってのその地域の課題、そ

れと原因、それと道路をつくるに当たっての

政策目標、このあたりをしっかりとまず固め

ていくということが第１段階でございます。 

 それらの中から出てきたものについて、お

おむねその次の段階で３ルートほど、ルート

帯と申しますけれども、１ルートにつきまし

ては、おおむね１キロ幅程度のルート帯を、

その課題を解決するために計画を策定する。

もちろん、その間にも関係機関等々の意見の

聴取も進めながらやっていく。最終的に、そ

の３つのルート帯から１つのルートというの

を決定するということが計画段階において行

われる内容でございまして、１つのルートに

絞った段階で、まずここで新規事業採択評価

という、これは事業の視点からのまた評価に

なりますけれども、それを受けた後に事業化

というふうなことで進んでいくということに

なります。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 中九州道路については、滝

室坂のトンネルが終わって工事着手というこ

と、私どもは、それと阿蘇―竹田間は一緒と

いう感覚でおりましたものですからね。ここ

の中には、阿蘇―竹田間については、計画段

階評価の早期完了を求めていくということに

なっているものですから、これは一体ではな

いかなということと、計画段階評価というの

は、国は大体３回で終わるんですか。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 一般的には、３回委員会を開かれてルート

を決めていかれるということにされておりま

す。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員 滝室坂トンネルと阿蘇―竹

田間のその中九州横断道、私どもは一体と思

っているんですが、別々ということの考えで

すか。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 委員がおっしゃいますように、３ページで

申しますと、阿蘇―竹田間につきましては、

この一番上の大きな矢印でいきますと、この

計画段階の中に現在入ってきたということに

なりますし、滝室坂につきましては、この次

の矢印の事業実施の段階に入っているという

ことで区分されております。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はございません
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か。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、終了したいと思

いますけれども、よろしいですか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 次に、議題２、閉会中の継

続審査についてお諮りします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他として何かありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 ほかになければ、本日の委

員会はこれで閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時53分閉会 
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